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相続税は相続により財産を取得した相続人に、贈与税は贈与により財産を取得
した受贈者にそれぞれ課される税であり、被相続人・贈与者又は相続人・受贈
者の国内における住所の有無及び日本国籍の有無等により、課税される財産の
範囲が定められています。 

これまで、外国人の日本への受入れの促進を図るため、日本に一時的に居住す
る（居住した）外国人が関わる相続・贈与や、日本に居住していた外国人が出国
後に行った相続・贈与については、一定の場合を除き、国外財産を課税対象と
しないこととする改正が行われてきました。 

2021年度税制改正では、高度外国人材の日本での就労等を促進する観点から、
就労等のために日本に居住する外国人に係る相続・贈与については、その居住
期間にかかわらず、国外に居住する外国人や日本に短期的に滞在する外国人が
相続人・受贈者として取得する国外財産を相続税・贈与税の課税対象としない
こととする改正等が行われました。 
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I. 課税範囲の見直しの概要及び適用時期 

1. 概要 

2021年度税制改正では、下記の見直しが行われました。 

(1) 就労等のために日本に居住する外国人が被相続人・贈与者となる場合 

下記の相続人・受贈者が、下記の被相続人・贈与者から相続若しくは遺贈（贈与
をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。）又は贈与（贈与を
した者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。）により取得する国外
財産については、相続税・贈与税が課されないこととされました。 

相続人・受贈者  相続開始の時・贈与の時に国内に居住する外国人で、
在留資格を有する者 
（相続開始前・贈与前 15 年以内に国内に 10 年超居
住する者を除く） 

 相続開始の時・贈与の時に国外に居住する外国人 

被相続人・贈与者  相続開始の時・贈与の時に国内に居住する外国人で、
在留資格を有する者 

（上記の取扱いは、外国人同士の相続・贈与の場合の改正点にフォーカスした
ものですが、相続開始の時・贈与の時に国外に居住する日本国籍を有する相続
人・受贈者で、相続開始前・贈与前10年以内に国内に住所を有していたことが
ないものについても、同様の取扱いとされます。） 

これまで、上記の被相続人・贈与者（Ⅱ.1．に示す表で「B」に区分される者）
については、相続開始前・贈与前15年以内において国内に住所を有していた期
間の合計が10年以下であることも要件とされていましたが、この要件が以下の
ように廃止されました。 

 改正前 改正後 

被相続人・贈与者
の区分 

相続開始の時・贈与の時に国内に居住する外国人で、在留資
格を有する者 相続開始の時・贈与の時に 

国内に居住する外国人で、 
在留資格を有する者 

（居住期間は問わない） 

相続開始前・贈与前 15 年以内
において国内に住所を有して
いた期間の合計が 10 年以下 

相続開始前・贈与前 15 年以内
において国内に住所を有して
いた期間の合計が 10 年超 

課税対象となる 
財産の範囲 

国内財産のみ 
国内財産及び 

国外財産 
国内財産のみ 

（改正前及び改正後の被相続人・贈与者の要件の比較は、Ⅱ.をご覧ください。） 
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(2) 日本に居住していた外国人が出国後に行った贈与の場合 

下記の受贈者が下記の贈与者から贈与により取得する国外財産については、贈
与税が課されないこととされました。 

受贈者  贈与の時に国内に居住する外国人で、在留資格を有する者 
（贈与前 15 年以内に国内に 10 年超居住する者を除く） 

 贈与の時に国外に居住する外国人 

贈与者  贈与の時に国内に住所がなく、贈与前 10 年以内のいずれか
の時において国内に住所がある者で、そのいずれの時に 
おいても日本国籍を有していないもの 

（上記の取扱いは、外国人同士の贈与の場合の改正点にフォーカスしたもので
すが、贈与の時に国外に居住する日本国籍を有する受贈者で、贈与前10年以内
に国内に住所を有していたことがないものについても、同様の取扱いとされま
す。） 

これまで、上記の贈与者（Ⅱ.1．に示す表で「D1」に区分される者）について
は、国内に住所を有しなくなった日前15年以内において、①国内に住所を有し
ていた期間の合計が10年以下（*）であるか、②国内に住所を有していた期間の合
計が10年超（*）であって同日から2年を経過していることも要件とされていまし
たが、この要件が以下のように廃止されました。 

 改正前 改正後 

贈与者の区分 

贈与の時に国内に住所がなく、贈与前 10 年以内のいずれかの
時において国内に住所あり 贈与の時に国内に住所がなく、

贈与前 10 年以内のいずれかの
時において国内に住所あり 

（そのいずれの時においても日
本国籍を有していない） 

（居住期間は問わない） 

国内に住所を有しなくなった日前 15 年以内
において、以下のいずれかに該当する 

① 国内に住所を有していた期間の合計が 
10 年以下（*） 

② 国内に住所を有していた期間の合計が 
10 年超（*）であって同日から 2 年経過 

左記以外 

課税対象となる 
財産の範囲 

国内財産のみ 
国内財産及び 

国外財産 
国内財産のみ 

（*）その期間引き続き日本国籍を有していないことも要件とされています。 

（改正前及び改正後の贈与者の要件の比較は、Ⅱ.をご覧ください。） 

2. 適用時期 

1.の改正は、2021年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財
産に係る相続税又は贈与税について適用されます。 
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II. 相続税・贈与税の課税対象となる財産の範囲 

1. 課税対象となる財産の範囲 

以下の表は、相続税及び贈与税の課税対象となる財産の範囲を示したものです。 

「B」に区分される被相続人・贈与者及び「D1」に区分される贈与者について
は、I.で解説したとおり要件の改正が行われていますが（詳細は2.をご覧くださ
い。）、これ以外の要件やそれぞれの課税対象となる財産の範囲については、改
正はありません。 

相 続 人  

受 贈 者  

被相続人 

贈 与 者  

国内に住所あり 
国内に住所なし 

日本国籍あり  

日本国籍なし 

（外国人） 

I 

E F 

10年以内に 
国内に住所あり 

G 

10年以内に 
国内に住所なし 

H 

国内に住所あり 
A      

B       

国内に 
住所 
なし 

10年以内に国内に住所あり 
C      

D1      

10年以内に国内に住所なし D2      

《課税対象となる財産の範囲》 

 国内財産及び国外財産 
 

 国内財産のみ 

2. 改正前及び改正後の要件の比較 

(1) B 

外国人被相続人・外国人贈与者 

（改正前：一時居住被相続人・一時居住贈与者） 

改正前の要件 改正後の要件 

以下のいずれにも該当する被相続人・贈与者 

 相続開始の時・贈与の時に国内に住所あり 

 相続開始の時・贈与の時に在留資格あり 

 相続開始前・贈与前 15 年以内において国内に住所
を有していた期間の合計が 10 年以下 

以下のいずれにも該当する被相続人・贈与者 

 相続開始の時・贈与の時に国内に住所あり 

 相続開始の時・贈与の時に在留資格あり 

• 「B」に区分される被相続人・贈与者の名称が「外国人被相続人」及び「外
国人贈与者」に変更されました。 

• 改正前に設けられていた「相続開始前・贈与前15年以内において国内に住所
を有していた期間の合計が10年以下」という要件が削除されました。 
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 (2) D1  

非居住被相続人・非居住贈与者 

• 「D1」に区分される贈与者（非居住贈与者）の要件が見直され、被相続人（非
居住被相続人）の要件と同様とされました。 

《上記以外の区分の要件（改正前から変更されていないもの）》 

  

  

改正前の要件 改正後の要件 

以下のいずれにも該当する被相続人 

 相続開始の時に国内に住所なし 

 相続開始前 10 年以内のいずれかの時において国内に住所あり
（そのいずれの時においても日本国籍を有していない） 

以下のいずれにも該当する被相続人・贈与者 

 相続開始の時・贈与の時に国内に住所なし 

 相続開始前・贈与前 10 年以内のいずれか
の時において国内に住所あり 
（そのいずれの時においても日本国籍を
有していない） 

以下のいずれにも該当する贈与者 

 贈与の時に国内に住所なし 

 贈与前 10 年以内のいずれかの時において国内に住所あり 

 次のいずれかに該当する。 

（i） 国内に住所を有しなくなった日前 15 年以内において国内
に住所を有していた期間の合計が 10 年以下（その期間 
引き続き日本国籍を有していない） 

（ii）国内に住所を有しなくなった日前 15 年以内において国内
に住所を有していた期間の合計が 10 年超（その期間引き
続き日本国籍を有していない）で、同日から 2 年を経過 

D2 非居住被相続人・ 
非居住贈与者 

以下のいずれにも該当する被相続人・贈与者 

 相続開始の時・贈与の時に国内に住所なし 

 相続開始前・贈与前 10 年以内のいずれの時に 
おいても国内に住所なし 

F 一時居住者 以下のいずれにも該当する相続人・受贈者 

 相続開始の時・贈与の時に国内に住所あり 

 相続開始の時・贈与の時に在留資格あり 

 相続開始前・贈与前 15 年以内において国内に 
住所を有していた期間の合計が 10 年以下 
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3. 2017年度税制改正の経過措置 

2017年度税制改正では、国内に住所及び日本国籍を有しない相続人・受贈者が、
国内に住所を有しない者であって、相続開始前・贈与前の10年以内のいずれか
の時において国内に住所を有していた被相続人・贈与者（上記1.の表において
「D1」（*）に区分される者を除く。）から相続・贈与により取得した国外財産を、
相続税・贈与税の課税の対象に加えることとする改正が行われました。 

（*） 2017年度税制改正後（かつ2018年度税制改正前）の「D1」の被相続人・贈
与者は、以下のいずれにも該当する者とされていました。 

• 相続開始の時・贈与の時に国内に住所なし。 

• 相続の開始前・贈与前10年以内のいずれかの時において国内に住所あ
り。 

• 相続の開始前・贈与前15年以内において国内に住所を有していた期間
の合計が10年以下である。（その期間引き続き日本国籍を有していな
い。） 

この改正に伴い、2017年4月1日から2022年3月31日までの間に、国内に住所及
び日本国籍を有しない相続人・受贈者が以下の「非居住外国人」から相続・贈与
により財産を取得した場合には、相続税・贈与税の課税の対象は国内財産のみ
とされる経過措置が設けられています。 

非居住外国人 2017 年 4 月 1 日から相続・贈与の時まで引き続き国内に 
住所及び日本国籍を有しない者 

（つまり、2017 年 4 月 1 日までに日本を出国した外国人で
引き続き日本に住所を有しない者等がこれに該当します。） 

この経過措置は、2021年度税制改正後における相続税及び贈与税においても適
用があります。 
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III. 短期非居住贈与者の特例の廃止 

2021年度税制改正により、2021年4月1日以降、2018年度税制改正により創設さ
れた短期非居住贈与者の特例は廃止されました。 

なお、2021年4月1日前に短期非居住贈与者から贈与により財産を取得した者に
係る贈与税の申告書の提出については、従前の例による（2021年4月1日以降も
短期非居住贈与者の特例の適用がある）こととされています。 

《短期非居住贈与者の特例》 

短期非居住贈与者の特例とは、国内に住所及び日本国籍を有しない受贈者が以
下の短期非居住贈与者から贈与により財産を取得した場合には、贈与により財
産を取得した年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行うのではな
く、（i）又は（ii）のケースに応じ、後日、贈与税の申告を行うこととするもの
です。 

【参考】 出入国管理及び難民認定法の在留資格 

本ニュースレターにおける在留資格とは、出入国管理及び難民認定法別表第1の
上欄（下記の別表第1の（i）から（v））の在留資格をいいます。 

別表第 1 

（i） 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道 

（ii） 
高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、
教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、 
興行、技能、特定技能、技能実習 

（iii） 文化活動、短期滞在 

（iv） 留学、研修、家族滞在 

（v） 特定活動 

別表第 2 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 

短期非居住 
贈与者 

贈与者（以下のいずれにも該当するもの） 

• 贈与の時に国内に住所なし 

• 贈与前 10 年以内のいずれかの時において国内に住所あり 

• 国内に住所を有しなくなった日前 15 年以内において国内
に住所を有していた期間の合計が 10 年超 
（その期間引き続き日本国籍を有していない） 

• 国内に住所を有しなくなった日から 2 年以内 

 ケース 課税対象となる財産 申告期限 

（i） 
短期非居住贈与者が、国内に住所
を有しなくなった日から 2 年以内
に再入国した場合 

短期非居住贈与者より贈与を受け
た年において贈与により取得した
国内財産及び国外財産 

短期非居住贈与者が再入国した日
の属する年の翌年 2 月 1 日から 
3 月 15 日 

（ii） 

短期非居住贈与者が、再入国する
ことなく、国内に住所を有しなく
なった日から 2 年が経過した場合 

短期非居住贈与者より贈与を受け
た年において贈与により取得した
国内財産 

短期非居住贈与者が国内に住所を
有しなくなった日から 2 年を経過
した日の属する年の翌年 2 月 1 日
から 3 月 15 日 
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